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第７章 土木請負工事の特許使用料の積算 
 

① 土木請負工事の特許使用料の積算について 

 

１．土木 請負工事費の積算において必要な特許使用料の算定については次のとおりとする。ただし，これにより難い

場合は別途考慮するものとする。 

(１) 特許使用料の適用 

特許使用料の適用は，特許権等に係る施工法・試験法・製造法並びに特許権,実用新案権及び意匠権等を用い

て施工・製作させた装置等,工業所有権等に係るもの全てを対象とした特許工法等とし,特許法に基づく手続の

うち,設定登録が完了している場合及び出願を完了し，かつ設定登録が完了していない手続き期間において，当

該工法等を使用する積算に適用する。また，特許使用料を計上するのは，共有特許及び民間特許工法等を使用

する場合とする。 

(２) 特許使用料の積算 

特許使用料は，工事を施工するのに直接必要とする経費とし，その算定は契約に基づき使用する特許の使用

料および派出する技術者等に要する費用の合計額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

１）特許使用料の算出 

共有特許工法等を使用する場合は，実施契約に基づく，民間企業等が有する特許権の持分に対応した特

許使用料を計上し，民間特許工法等を使用する場合は，当該特許工法に係る全ての特許使用料を計上する。 

なお，特許権，実用新案権及び意匠権等を用いて施工・製作させた装置等については，特許使用料が含

まれている場合があるので留意されたい。 

 

 

直接工事費 

工事原価 

間接工事費 請負工事費 

工事価格 

消費税等相当額 一般管理費等 

労務費 

材料費 

直接経費 

機械経費 

水道光熱電力料 

特許使用料 


